
第 1期第 1章草創期の大蔵省

貨の処理にあたるが、この問、政治的には大隈と薩長藩出身者との対立が、し

だいに激しさを増してゆく。この対立が主な原因で、 13年 2月28日、参議と卿

の分離が決められ、参議として大蔵卿を兼ねていた大隈は、その兼任を解かれ

ることになった。ここに明治 6年以来約7年間続いてきた大隈大蔵卿時代は終

わりを告げ、代わって佐野常民が大蔵卿となった。翌年14年10月12日には、い

わゆる十四年政変が起こり、大隈らは下野して、薩長藩閥を中心とする政権が

出現した。大隈らの下野と同時に国会開設の詔勅が出され、新政権は憲法制

定、国会開設への準備を目ざして政治体制の強化にとりかかった。 10月21日に

は太政官中に参事院を置いて、いっさいの法令の起草や各省への統制を行なわ

せるとともに、参議と卿の兼任制を復活する人事異動を行なった。この異動に

より、松方正義が大隈卿と参議を兼ねることになった。

新政権は、 11月10日太政官達第94号により太政官制の改正を行なった。これ

は従来の各省事務章程を廃止して、初めて統一的な諸省事務章程通則11ヵ条を

制定し、行政長官たる各省卿の職務権限を規定したものであったo また、各省

の事務分掌は太政官達第95号により「総テ従前執行スル所ニ依ノレヘシ」と定め

られ、大蔵省の所管事務はこれまでと変りはなかった。この通則規定は、省卿

の行政長官としての職務権限を明定し、特に第4条において省卿の主管事項に

関する法令に副署制度をとった点で、内閣制度の近代化を指向しており、大蔵

省組織もようやく近代的財政機関へ一歩接近しはじめた。

なお、 10年以降の大蔵省機構の変遷については、第2期第 4章でまとめて述

べることにする。
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第 2章 明治初期の財政と殖産興業

第 1節新政府発足当初の財政資金

慶応3年12月に成立した新政府は、わずか3万石といわれる朝廷領以外には

全く資産のない状態で、あった。新政府は12月9日の小御所会議においては財源

基盤を確保するため、まず将軍慶喜に辞官納地を迫り、徳川直轄地4，000万石

のうち2，000万石を朝廷に返納させることを決定した。しかし幕府側は返納に

応じなかったので、新政府としては独自に財政資金調達方法を講ぜざるをえな

くなった。そこで新政府は12月27日に金穀出納所を創設し、福井藩士三岡八郎

(のち由利公正と改名〉・林左門を参与に任命して、資金調達に当たらせること

にした。新政府はとりあえず朝廷御用商人から献金を求め、次いで三井・島田

・小野・井筒屋ら有力な商業高利貸資本を為替方に任命し献金を要請したが、

献金額は全く僅少であった。金穀出納所献金留には翌年 1月末まで、に金 3万

8，015両ほか若干の金品が集まったにすぎない。

ところが財政基盤が未だ確保されないうちに、政局は急転して慶応 4年

(1868年・明治 1年) 1月3日、鳥羽伏見の戦がはじまった。

1 会計御基立金と東征費の調達

鳥羽伏見戦後、新政府は徳川慶喜追討令を発し、この戊辰戦争の戦費調達が

新政府の当面する緊急課題となった。追討令発令直後の 1月8日には、由利、

大久保、後藤ら 6人の幹部が財源対策を検討し、この会議で300万両の会計御

基立金の募集を決定した。さらに同月中に聞かれた太政官会議では、由利の建

議に基づき、会計御基立金300万両を近畿の富豪から調達することを決定、次

いで太政官札3，000万両を発行して財政難を打開することが提案された。これ
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については当初廟議がまとまらなかったが、財源不足に対策がないまま、 1月

23日、太政官札発行を決定した。

このうち会計御基立金については、即刻、京阪の富豪を集め資金調達への協

力を要請したが、 4月15日までに調達できた金額は12万両にすぎ、なかった。由

利が建議した会計御基立金が旧幕藩時代の御用金と違う点は、地租を担保とし

て借り入れる国の債務であり、借り入れの目的も当面の戦費を賄う臨時的な公

債とし、う性格を持っていたことである。

これに対して、同じく由利の提案した3.000万両の紙幣(太政官札〉の発行

は、産業振興の目的で商業高利貸資本及び各藩に殖産興業資金として紙幣を貸

与し、その回収金をもって御基立金の返済及び政府収入に充てるとし、う財政金

融措置であった。

ところで会計御基立金の調達が進まないうちに、倒幕軍は、戦費の準備なし

に東海道、東山道、北陸道の三方面から東征を開始した。当座の東征費は近畿

の豪商からの献金であったが、とくに三井、小野、島田等の商業高利貸を為替

方に任命し、利権を付与することによって10万両の資金を確保した。軍を進め

参与由利公正

るにあたり、軍の兵糧は沿道諸藩の負担と

して後日返済する、旧幕府の貯蔵金穀を徴

収して使用するなどの布告が出され、戦費

はもっぱら各藩及び為替方からの御用金賦

課で賄われた。 4月に江戸城を接収し、江

戸を支配下においた後も財政的には得ると

ころなく、同月新設された会計官のもとに

は、江戸より軍資金不足を告げる要請が相

次いで届いた。

当時、新政府の歳入は70余万両と見積も

られていたから、由利が提案した300万両

に上る会計御基立金は、新政府を支える財
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政的基盤として予定されていた。しかし当時の不安定な政情、新政権への信用

不足などから、その募集には多くの困難があった。東征費の調達難、さらには

奥州・東北へと発展した戦闘の費用の増大のみならず、一般経費の財源不足も

深刻な事態となった。そのため、新政府はさきに由利の提案した太政官札の発

行を 5月から開始した。

2 太政官札の発行と流通

明治 1年間 4月19日の太政官札発行の布告は次のようなもので、あった。

(1) 藩に対しては石高 1万石につき 1万両の金札(太政官札〉を貸し付け、

これを領内の生産者に貸し付けさせる。

(2) 返済は金札で毎年 1割ずつ、 13か年で完済させる (10か年は元金返済、

あとの 3年は利払〉。

(3) 京阪その他の地方の農商に対しては、物産取引高、信用度などに応じて

適当額を貸し付ける。

(4) 返済された金札は会計官の手で消却する。

(5) 金札で返済させる代わりに金札の正貨免換の要求には応じない。

この布告では紙幣発行の目的は、生産資金の貸し付けであるとされている。

これは由利が福井藩において物産総会所を通じて藩札を発行し、産業振興と財

政再建を成功させた実績に基づいて、同様の政策を全国的な規模で実行しよう

という彼の構想を取り入れたものであるD その構想によれば、藩札にかえて太

政官札を発行し、これを商法司、商法会所という新機構を通じて全国の大名、

地方の商農に生産資金として供給する。商法会所では太政官札で物産を買い付

け、物産の輸出を通じて外貨を獲得して太政官札の信用を裏付けると共に、貸

付資金を13年間に返済させて会計御基立金300万両の返済に充てるという意図

である。こうした政策を実施するため、太政官札の貸付・流通機構として設立

したのが商法司、商法会所で、あった。前者は会計官の一司として明治 1年 4月

25日に設置され、産業の振興施策を推進し、また商工業に課税して政府の財源
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を確保する任務を持つ。その下部機構として設けられた後者は、商業高利貸資

本の代表者で構成される。新しく組織された商工業者への生産資金の貸付は、

商法会所を通じて行われるとし、う仕組みであった。

太政官札は 5月25日から発行されたが、その後の事態は期待通りには進まな

かった。各藩に対して貸し付けられた太政官札は、実際上藩財政の赤字を補填

するために使われ、殖産資金としてはほとんど役立たなかった。そのうえ多く

の藩は太政官札を大阪で正金と交換し藩財政に流用したため、太政官札の価値

下落を促進する要因となった。貨幣市場でも新政府の信用はまだ薄く、お膝元

の大阪でも流通は困難をきわめた。紙幣発行早々にたてられた金札相場では、

金札100両に対して正貨40両とし、う大幅減価が生じた。そこで政府は明治 1年

6月、金札を「正貨ト問視スヘキモノトス」として金・紙聞に格差を設けるこ

とを厳禁し、違反者を処罰することを令達した。さらに、政府は御東幸費の一

部を金札で賄えるように、沿道諸藩に紙幣を貸与し、その流通を促進する措置

をとった。また、東京に金札を流通させるため、金札を産業資金として貸与、

租税を紙幣で納付しでもよいこと、政府も経費支出に紙幣を用いることなど、

太政官札

次々と布告を出したが、流通はなお

困難であった。その問、 10月には太

政官札の正貨免換をめぐってイギリ

ス公使から抗議が出され、政府は金

札による納税を容認することで一応

当座を切り抜けた。そのうち、由利

の紙幣発行政策、特に金・紙の等価

交換強制の方針に対して政府部内の

反対が強くなり、 1年12月には民間

取引に対しては太政官札の時価通用

を許し、金納租税については正貨

100両につき紙幣120両の割合で納付
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させることに改めるとともに、等価交換の命に違反して禁固に処せられた者を

釈放した。この決定は由利を除外し、その意を無視して行われたものであっ

た。 翌明治 2年 1月には外国官副知事の大限重信(当時八太郎〉が会計官出仕

として財政に参画し (3月、会計官副知事となる〉、 2月に由利は辞職した白

由利にかわって登場した大隈の当面の課題は、外交問題にまで発展した貨幣

流通の混乱を収拾し、新政府の対外信用を維持することであった。前述のよう

に、金札として発行された太政官札は、政府も各藩も結局財政赤字の補墳に流

用し、金札と正貨との聞に打歩が生じて、流通にも困難を来した。通貨混乱の

要因は、これにとどまらず贋通貨の流通、各藩が独自に発行していた不換紙

幣、劣悪鋳貨の横行にあった。これらに対する各国公使団の抗議と政府の対応

については後述に譲るが〈第 4章第 1節)、大限は新政府の対外信用を維持す

るためにも、幣制統一の必要性を痛感していた。この点に関する大限の施策に

ついては次節で再述する。
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第 2節 中央集権国家の形成過程

1 版籍奉還と藩財政の改革

維新当初における圏内体制の実態は、新政府が成立したとはいえ、封建的土

地所有を基盤とする全国各旧藩の政治支配力・財政権は温存されていた。これ

を財政的に見れば、新政府は一個の領主にすぎない状態で、あった。この状況で

始められた戊辰戦争が、新政府の財政を破産状態に追い込んだのは前述の通り

である。そこで内戦に勝利をおさめた新政府は、早速中央・地方の行政制度改

革に着手したロすなわち明治 1年 4月21日に「政体書」を公布して、中央では

太政官制度を復活するとともに、地方行政については、府藩県の三治制度を定

めた。三治制度とは戊辰戦争において反政府側に立った幕府・旧藩の領土を接

収し、これを府県として政府直轄の行政区画と定め、その他の各藩領を継承し

た各藩については、依然、独立の政体として残すという統治方式である。この時

から、府県となった藩の藩士の石高が削減されたのはもちろんだが、藩に対し

でも次第に統制強化の方策がとられた。 2年 1月には「出納司処務規則」が制

定され、府藩県に対し租税を納付させ、経費は過去の支払い額を基準として算

定して、月割りで交付する方法が実施された。この改革により、政府直轄とさ

れない各藩でも、財政は困窮化した。藩内では武士は滅諒され、農民には賦役

と重課がのしかかったため、藩体制に不満が向けられ、封建体制は下からも動

揺していた。

旧藩主に版籍を奉還させ、実質的な王政復古を実現しようという思想は、す

でに新政府成立当初から提唱されていたが、その後の藩体制動揺のなかで、一

段と版籍奉還の必要性が主張され始めた。明治 2年 1月に至って、薩長土肥4

藩がまず版籍奉還を行う合意に達し、これに追随して 5月には262藩が奉還を

願い出ている。そして 8月2日、全国的に版籍奉還が実現した。これに伴い旧
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藩主は知藩事に任命されるとともに、公卿、諸候の名称を廃して華族と改め、

家臣団は身分上の差別をなくして士族とし、士農工商の身分制を廃し、農工商

を平民と称した。版籍奉還はこのように封建的身分制を廃したが、各藩内にお

ける知藩事の土地と領民に対する実質的支配は温存され、財政的にも各藩の独

自性が容認されたため、中央政府の財政力は強化されなかった。ただ藩財政に

ついては、版籍奉還を契機にして改革が積極的に進められることになる。藩財

政改革がはっきりした形をとったのは、落制改革令(明治 3年 9月布告〉であ

った。それは府藩県三治一致の原則を徹底して、藩を府県と同等に取り扱う目

的で、藩財政を改革する措置である。第 1に藩収入の10分の lを知藩事の家践

として保障し、残余を藩経費及び中央政府の軍事費に納入する。第 2に旧来は

藩主から家臣に家総が支給され主従関係が結ぼれていたが、改革によって藩主

の家計と藩財政が分離され、知藩事は家臣と同等に藩という地方団体から俸緑

が支給されるので、制度的には君臣関係は解消した。第 3に武士階級の封建的

特権が剥奪された上で、経済的にも俸給削減となり、その結果生活は不安定化

し、藩によっては内部対立をもたらす要因となった。藩制改革が藩財政の困窮

化をもたらしたことは確かである。

版籍奉還は封建的藩体制を解体したわけではないが、新政府にとっては、中

央集権化に向けての一歩前進を意味した。この前提に立って「職員令J(明治

2年 7月〉が制定され、中央政府の機構強化が進められた。この職員令によっ

て大蔵省が設立されたことは前章に述べたが、その後の大蔵・民部両省の合併

の結果、大蔵省に権力が集中した。大隈を中心とした大蔵官僚は版籍奉還の 2

年から 3年にかけて、鉄道・電信の敷設、貨幣法の制定、通商会社の育成な

ど、全国規模の政府事業を推進する立役者となる。全国的規模で展開する新政

策を担当する大蔵省の立場からすれば、藩財政改革程度の改革では十分ではな

く、行財政改革を一段と中央集権化する方向、すなわち廃藩置県へと発展させ

る主唱者になって行く。

他方、版籍奉還は旧藩内の武士・領民にとっても期待はずれの結果をもたら
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した。藩財政が自主性を保持していたとはいえ、財政状態は悪化し、そのなか

で、俸l誌を削減された武士層は不満をつのらせた。当時、政府部内で台頭した征

韓論は、武士層の不満を外に向け、遊休武士の救済の面を持っていたといえ

る。また農民は明治 2年、前年来の不作のため貢租の軽減を要求したが、新政

府に財政的余裕はなく、旧慣による徴税が強行された。生活不安にかられた農

民は、版籍奉還後の生活改善の期待を裏切られ、農民一授が各地で続発した。

こうした政治・経済・社会にわたる動揺を治める対策としても、政治体制の強

化=中央集権による強力な政府が望まれるに至った。

2 統一国家建設への経済基盤づくり

版籍奉還から廃藩置県へ至るこの時期は、行財政機構の変革が進んだ時期で

あるが、経済面でも旧藩体制を再編して統一国家を建設するため、新たな経済

基盤づくりに取り組んだ時期でもある。その立役者は版籍奉還実施直後に新設

され、翌8月には民部省をも合併して強大な行政権限を持つに至った大蔵省で

あるo ここでは主な施策を 3つ取り上げよう。

その 1つは通商司・為替会社の設立である。明治 2年 2月設立された通商司

は、新たに財政責任者となった大隈によって同年5月外国官から会計官に移管

された。通商司が商法司と異なる点は、税制、金融、海運、流通など広範な分

野で、強力な権限を持ったこと、特に藩営商業を禁止し、全国的な商業取引と外

国貿易のノレートをその権限内に掌握したことであろう。というのは、由利時代

の商法司・商法会所が各藩と結びついた封建的商業システムに依存していたた

めに、物産の全国的な流通に発展せず、結局は殖産興業の振興を失敗させる要

因になったと考えられたからである。したがって通商司は、通商貿易を管理す

る統一的中央機関として設立され、その下部機構として民間企業・商社をもっ

て組織する通商会社及びこれに低利資金を供給する目的をもって為替会社を創

設した。通商会社は外国貿易、商業組織の統制機関であり、その下に近代的会

社企業である商社をつくらせ、商人をこの会社組織に加入させた。商社に対す
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る金融は、これまで、の両替商にかわって為替会社が担当する。為替会社の業務

は預金、貸付及び為替等にわたり、政府より貸し下げられる太政官札及び自ら

発行する銀行券を以て、商社の必要とする商業資金を供給することで、あった。

前述のように、商法司時代に発行された太政官札の信用は低下し、流通も困難

を来たしたわけだが、大隈の産業資金供給方式も由利の行った政府紙幣発行政

策を継承せざるをえなかった。産業資金の財源については、依然として財政的

基盤ができていなかったからである。むしろ大隈は、不換紙幣である太政官札

を新しい金融流通機構にのせて、その流通の円滑を図ろうという目的を持って

いた。ところが、通商会社、為替会社は政府から多額の資金供給や特権を与え

られながら、結果的にはすべての会社が莫大な赤字をかかえて経営難に落ち込

んだ。結局、通商司は明治 4年 7月に廃止され、通商会社、為替会社もこれに

代わる 5年11月の「国立銀行条例」制定によって廃業となったo 失敗の原因

は、上から強制的指導で特権商人を糾合した流通機構をつくったため、一般商

人の自主的組織に発展せず、かれらはつぎつぎと商社から脱落していったこと

があげられよう。

その 2は、貨幣制度を近代的な制度に統一する課題に取り組んだことであ

る。大隈が大蔵大輔に就任したばかりの 2年 7月、劣悪貨幣流通に強く抗議す

る外国勢力の圧力で、外交団との間で高輪会議が聞かれた。以来、新政府は幣

制の統ーを中央集権国家建設に向けての主要な政策に位置づけた。近代的幣制

の確立過程については第4章で詳述されるので、ここで、は、版籍奉還から廃藩

置県に至る財政機構統ーに併行して幣制の統ーも行われ、 4年 5月「新貨条

例」が制定され、金本位制による貨幣制度としてわが国最初の統一的貨幣法規

が生まれたことを指摘するにとどめるo

その 3は、官業による生産基盤の建設である。新政府は成立早々にまず旧幕

藩によって経営されていた軍事関係、鉱山部門の事業所を接収し、これを国営

化した。明治初年に新政府は幕藩経営で、あった東京・大阪の両砲兵工廠、長崎

・兵庫・横須賀・横浜・石川島・鹿児島の各造船所を接収した。また、横須賀
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・横浜の製鉄所は幕府がフランスの技術的、資金的援助でつくった事業所で、

接収に際してフラ ンスは幕府の未済分50万ドルの返、済を請求してきた。これに

対して政府は、英国系の東洋銀行(オリエンタル ・パンク〉より外貨の形で50

万ドルを借り入れ、 1年 9月には未済分を完済して接収している。軍事関係事

業所の接収は、新政府が日本の独立保全のための自衛手段として、軍事重工業

の自営化、軍事部門への外国資本の介入排除を最優先に考えた施策であった。

鉱業については、 1年 7月に鉱山司が設置され、 2年 2月には「開鉱規則」

を制定して「鉱山自由の原則」を宣言している。この内容も、鉱山経営から外

国資本の支配を排除し、鉱山国営化と民族資本による経営方針を明らかにし、

同時に鉱産物の政府買上げを通じて鉱業を鉱山司の統制下に置くことを意図し

たものである。この方針により新政府は、旧幕藩経営の生野 ・小坂 ・院内 ・阿

仁の各銀山、佐渡 ・大葛の両金山のほか、釜石 ・中小坂 ・三池の鉄山・炭鉱等

を接収し国有化した。金 ・銀鉱山は貨幣用金を政府が独占するため国営化した

もので、これらの鉱山には外国技師、学者を招聴して新技術を投入した。

民需産業の分野でも、生活必需物資の輸入を防止し、他方では日本特産品の

輸出振興を通じて正貨獲得を計るために、国営模範工場を移殖した。その役割

は民間企業を育成する面をも期待された。このような分野での典型的な国営工

場は、 3年に設立された富岡模範製糸工場である。この工場は機械設備 ・原材

新橋、横浜間鉄道の汐留駅

料一切をフランスから輸

入し、外人技術者の指導

のもとにわが国最初の近

代的機械製糸工場となっ

ている。

上述のような旧幕藩経

営事業所の接収、模範工

場の移殖といった段階の

殖産興業は、資金面でそ
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れほど深刻な問題を起こさなかった。しかし版籍奉還と同時に設立された大蔵

省の打ち出した政策は、統一国家を目指した近代的な社会的生産基盤の建設で

ある。具体的には鉄道・電信・灯台等の建設事業である。最初に東京・横浜聞

の鉄道建設が決定されたのは2年11月であったが、当初は政府の財政基盤は貧

弱で、あったので、鉄道建設の資金調達が重要課題となった。政府部内では鉄道

建設不要論、外債募集反対論など財源、をめぐって議論百出の状態であった。こ

うしたなかで大隈、伊藤ら大蔵省開明派と称される官僚は、総工費300万ポン

ドのうち100万ポ γ ドを外資の借入れにより調達することを決定し、最終的に

オリエンタノレ・パンクを通じて募債した外国債の発行条件は、関税担保、年9

%の金利ということになった。ところが外債募集という緊急課題を大隈が廟議

に報告していなかったことから、この件は政治問題化し、ついには大限批判、

民蔵分離へと発展するのである。

民蔵分離の後、明治 3年大隈大蔵大輔は工部省設置を建議し、結局、鉄道・

製鉄・灯台・鉱山等の建設事業は、同年10月新設された工部省に移管される。

ともかしこの時期に着手された官業による近代的生産基盤の建設は、確固と

した財政基盤を必要とした。その商からも財政権の一層の中央集権化=廃藩置

県が促進されざるをえない。その意味でこの時期は、統一国家実現後の本格的

殖産興業政策への始動段階で、あった。

3 廃藩置県と財政の中央集権化

版籍奉還は新旧勢力の政治的妥協の形で実現した措置であったため、旧藩の

地方分権体制を容認せざるをえなかった。その後、中央政府は前述の藩制改革

を布告したほか、藩札の製造中止、藩札と政府紙幣との免換、財政収支報告の

提出義務、各藩による税法改正の禁止などを各藩に命じて、その自主性を制限

し中央政府の直轄下におく方針を進めている。だが、これらの措置は地方分権

を解体するものではなかった。

この間中央政府は、大蔵省を中心として全国単一の園内市場の形成を目指
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し、近代技術による諸事業を積極的に進めてきた。それは国内に残る経済的な

外国特権を排除するためにも、各藩内で高まってきた社会不安に対応するため

にも、必要であった。こうした政策を展開するには、藩制改革だけでは不十分

であり、国家体制の統ーを指向しなければならない。大蔵省は「画一政体立定

ノ議J(明治 3年11月〉の中で、中央集権国家と財政権の確立を図るためには、

現状では不十分であると主張している。それによれば中央集権国家の基本綱領

として「陸海警備ノ制Ji教令卒育ノ道Ji審理刑罰ノ法Ji理財会計ノ方」の

4綱領をあげ、この政策を推進する財政的基盤に及んでいる。現状では全国の

石高3，000万石に対し、政府直轄石高800万石であるから「僅カニ800万石ノ租

税ヲ以テ全国一切ノ費途ヲ度支Jすることはできないとし、旧領藩制が残存す

る府藩県三治方式を廃して、廃藩置県による統一国家の完成を強調している。

政府部内でも廃藩置県への動きが大勢を占め、明治 4年 7月14日廃藩置県の

認が宣せられた。これにより領藩は県となり、 3府72県が置かれた。さらに12

月の「県治条例」により、藩政時代の石高を基準として収入を中央に収納する

方式が定められ、中央集権国家のもとでの中央と地方の財政関係の骨格が確定

することになった。

4 廃藩置県に伴う財政処理

しかしながらこの廃藩置県は、封建的領藩体制を無償で解体したわけではな

い。中央政府はこれを契機に各藩が残した諸債務を継承することにしたので、

新たな財政負担を背負うことになる。廃藩置県に伴って行われた財政処理につ

いては、次章以下で各項目ごとに詳述されるので、ここではその大要を簡単に

まとめておこう。

財政処理の第 1は藩札の処分である。当時、諸藩発行の藩札流通高は新貨換

算で3，855万円と算定されたが、政府は藩札の価値を廃藩置県当日の相場で再

評価し、新通貨と交換した。この際、旧藩札の切り捨て率は公式には37%であ

ったが、実質的には藩札価値の切り捨て分はそれ以上であったので、それだけ
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通貨は収縮し、デフレによって一般庶民の受けた影響は深刻であった。政府と

しては結局2，493万余円の負債を政府紙幣の形で引き継ぐことになった。

第 2は藩債の整理である。政府は明治 6年 3月、落債償還の処分方法を制定

公布し、 償還はできるだけ現金によらず、公債証書によって行うこと にした。

その要点は次の通 りである

(1) I日藩債のうち、 天保14年以前のi日幕藩の借入金、!日幕府及び維新の際官

軍に敵対した諸藩の借入金、届出のないものなどはすべて切り捨てる。

(2) 弘化元年より慶応3年の聞のi日藩僚は、 50年間に無利子年賦償還、明治

以降の分は、年利 4%、3年据霞25年間に償還。

(3) 外国債は、交渉のうえ原則としてすべて現金で償還。

結局、政府は内外債合計7，813万余円の うち約半額を切り捨て、 残余を政府

債務とした。この債務の支払い条件は、債権者には不利であったが、!日藩主は

高利負担から解放された。

第 3は華士族の俸織の処理、すなわち秩株処分で、ある。廃藩置県によって、

各藩ごとに支給されていた華士族の俸椋が悶庫から支給されるよ うになり、 財

政負担が急増した。大蔵省は当初、外債を発行して秩織全額を 6年間で買収す

る案を立てたが、政府部内の賛成を得られなかった。そこでさしあた り、6年

12月から8年 7月まで、 家総奉還希望者に生業資金として現金と秩諒公債を交

付した。次いで 7年分から俸総の現米支給を現金支給に改め、9年 8丹、金総

支給を全廃して金融公債を

交付する こと を布告した。

秩秘処分の具体的内容は後

述するが〈第 4章第3節入

この措置により 、家総奉還

者tこ秩様公債3，589万円及

び現金1，932万円、秩疎最

終処分としての金繰公債 1 官営富岡製糸所
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億7，385万円が交付された。政府は年々の俸総支給から解放されたが、公債の

元利払い負担が残され、歳出の 3割に及ぶ負担となった。一方、士族の収入は

秩稔処分の過程で著しく減少し、続発する士族版乱の要因ともなった。

第4には地租改正の着手である。徴税権の中央集権化による中央政府の財源

確保は、廃藩置県の最も主要な目的で、あった。地租改正事業は明治 6年から着

手されたが、それは土地私有制の基礎の上に近代的租税国家体制へ転換すると

いう点で、も重要な意味を持っていた。新政府はこうして中央集権国家機構をつ

くりあげ、財政的基盤を確立した。廃藩置県以前に「富国強兵Jr殖産興業」

の最大の障害になっていた二重統治構造が解消され、殖産興業政策が全国的に

展開される前提条件が整えられたわけであるo

5 留守政府の新政策と財政問題

廃藩置県実施直後、従来の中央政府機構は大幅に改革する必要に迫られ、新

たな太政官の職制が明治 4年 7月29日に通達された。その際、いわゆる第 2次

蔵民合併が行われ、内政と財政をあわせ掌握する強大な権限を持つ大蔵省が成

立したことは前述の通りである。しかも大蔵卿には当時政府部内で実力第一の

大久保利通が就任し、そのもとに多数の逸材が要職に就いた。大蔵省は廃藩置

県の後始末と新政策の実施をほとんど一手に引き受ける官庁となった。

ところで、政府は機構改革を終えると、 4年11月には岩倉具視を全権大使と

し大久保、木戸、伊藤等各省首脳をメンパーとする遣外使節団が米国にむけ出

航した。後には三条太政大臣を中心に西郷、板垣、大隈の 3参議によって留守

政府が構成され、大蔵省では井上馨、吉田清成、渋沢栄ーが責任者となった。

以後、留守政府の財政運営は井上の主導で行われることになる。

留守政府と使節団の聞では、制度改革や人事異動を凍結する協定が交わされ

ていたが、留守政府は5年から 6年にかけて、次々と機構改革や革新政策を打

ち出すに至る。それは新しく成立した中央集権政府のイニシアティプを誰が握

るかという藩閥抗争とも絡んでいた。留守政府は江藤新平が原動力となって、
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封建的社会制度を各分野にわたって近代化する諸政策を実施する。制度面では

封建的身分制度の撤廃、全国戸籍調査、教育制度の整備、裁判体系の整備、司

法制度の確立、軍事面では国民皆兵の徴兵実施と兵備拡充、財政金融面では地

租改正事業、「国立銀行条例」制定、社会基盤の整備では東京一大阪間電信、

新橋-横浜間鉄道の敷設、全国郵便制度の実施など、社会的変革をもたらす革

新的政策が留守政府によって集中的に実施されたので、ある。しかしながら、こ

れら上からの改革に必要な財源については、財政権を確立した政府といえど

も、簡単には賄い切れない。そのためこの時期の財政運営は困難を極めた。

上述のように中央政府が次々に草新政策を打ち出すなかで、当然、各省の大一

蔵省に対する予算要求は急膨張した。他方、廃藩置県が断行されたとはいえ、

税制も国庫制度も未整備であるのに、全国土族への家総支給が国の新たな負担

となった。そのうえ、廃藩置県後の経済不況で米価は下落し、財政収入の増加

は依然として思わしくなかった。この間の財政事情を最もよく反映しているの

が第5期(明治 4年10月-5年12月〉の財政収支である(第 1-2表参照〉。第

5期の決算をみると、歳出総額は前期の 3倍に上る5，773万円に増大し、なかで

も陸海軍費、諸県費および家総負担、旧幕外債費、勧業費などの項目がいずれ

も著しく急増した。ところが歳入のうち地税を中心とする通常収入は総額の半

分を賄うにすぎず、残りはほとんど紙幣発行〈大蔵省免換証券、開拓使免換証

券、新紙幣〉で賄われた。それでも歳入不足は728万円に達し、前期の剰余金

を取り崩して補填しなければならなかったので、井上は各省の「定額金」を削

減する措置を取らざるを得なかった。

こうした財政難のため、第6期(明治 6年 1月-12月〉の予算編成をめぐっ

て、大蔵省と各省との対立は一層激しくなった。井上大蔵大輔は陸軍省を除き

各省の予算要求を財政難を理由に削減したので、各省の大蔵省に対する風当た

りが強くなったからであるo とくに江藤司法卿は、司法の行政よりの独立、裁

判制度の近代化予算を要求したが、井上はこの要求を半額に削減したo そのた

め事態は井上と江藤の個人的対立、さらには大蔵省の予算編成権限の縮小を狙
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いとする太政官職制改正にまで発展した。この改正によって財政上の権限を持

った正院が予算調整に乗り出し、結局、司法、文部ほか各省の予算は増額修正

されることとなった。これを不満とした井上と渋沢は、明治 6年 5月 3日、財

政困難の実情を訴える建議を出して辞任し、この建議「財政建白書」を公表し

Tこo

建白書の要点は、国庫歳入の力に応じて政務の増大を図るべきであり、財政

収支が平衡を失っては、これまでの新政府の努力の成果が損なわ，れ政策の方途

を誤るということであって、第 6期の歳入4，000万円、歳出5，000万円とし、

1，000万円の歳入不足と他にも負債が 1億2，000万円近くあるとするものであっ

た。この公表に対して、井上の辞任後大蔵省事務総裁となった大隈は、新たに

「歳入歳出見込会計表」を公表して、井上の主張する財政不安を否定した。こ

の見込会計表は、現在の予算の性格を持つものではないが、財政収支を国民の

前に公表した最初のものであった。これによれば、第 6期の歳出4，659万円、

歳入4，873万円余円で差し引き216万余円の歳入余剰があり、政府債務も確定公

債のみを計上して3.122万余円としている。

こうして第 6期には井上の緊縮政策は中途から大隈の下で積極財政に転換し

た。第 6期の歳入歳出決算表によれば(第 1-2表〉、歳出入とも総額は前期を

大幅に上回る規模となったが、歳入が歳出を2.300万円近く超える歳入超過を

記録しているo それは前述のように徴兵制、学制の実施をはじめとする積極政

策、廃藩に伴う財政負担増によって、各省の経費が増加したにも拘らず、地租

収入の前年比 3倍増、外債発行による公債収入増などにより、歳入額が前年を

3，500万余円も上回ったからである。大隈が見込んだ通り財政事情は好転した

わけである。
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第 3節大久保政権下の殖産興業政策と西南戦役

欧米視察団全権大使岩倉具視が帰国した時、政府部内では征韓論が緊急の政

治問題となっていた。西郷隆盛は自ら特使として渡韓し開国を求めることを閣

議で主張し、参議の江藤、板垣、副島らの征韓論者は西郷派遣を強く要求し

た。これに対して先に帰国していた大久保は、内政重視の立場から征韓論に激

しく反対していた。この征韓論争は結局、明治 6年10月23日の閣議で西郷特使

取り止め決定により決着、西郷はじめ征韓派4参議は直ちに辞任した。いわゆ

る明治 6年の政変である。政変直後、岩倉、大久保派に大限、伊藤が参加する

ことにより大久保体制が成立し、政府首脳は大幅に入れ替わった。大久保は6

年11月内務省を新設し、これまで大蔵、工部両省が担当していた殖産興業行政

を内務省に移管し、警察行政、地方行政をも合わせて内政の中心的役割を持た

せた。大久保参議自ら内務卿を兼任し、欧米旅行によって得た殖産興業政策の

知識を基礎にして、各分野にわたる殖産興業政策を積極的に展開すると共に、

国内政局を安定化する方策として士族授産を進める政策を目指していた。そし

て大蔵省は、大隈大蔵卿のもとで殖産興業政策を財政金融面で支える役割を果

すことになる。

l 殖産興業の推進と財政運営

大久保政権はこうして内治優先、殖産興業政策を推進する体制を整えたが、

彼の政策は直ちに実現するわけにはゆかなかった。彼が内務卿に就任した直後

の7年 2月には、征韓を唱える不平士族の叛乱(佐賀の舌L)が起こり、同じ月

に台湾で起こった土民蜂起を抑えるため台湾征討軍が派遣されることになっ

た。内につもる不満を外征に向けようという政策で、あった。発足早々の事件を

切り抜けた大久保は、 7年 5月に至って「殖産興業ニ関スル建議書」を提出、

そのなかで従来の殖産興業の在り方を批判して、今後全面的に政府主導型の殖
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産興業政策を実施することを主唱し、それに伴う財政改革をも想定していた。

ここではまず殖産興業を賄うための財政金融政策を年代順に概観することにし

よう。

新内閣 1年目の明治 7年には、圏内経済は旧藩札、藩債整理によるデフレー

ションと信用不安、さらに輸入超過、正貨流出などにより悪化の傾向を強めて

いた。大隈大蔵卿は7年 5月、第 7期 (7年 1-12月〉の歳入歳出見込表を公

表、 2，669万余円の歳入超過を見込んでいたが、実際の財政状況は極めて厳し

いものがあった。すなわち第 7期決算によれば歳出は、佐賀の乱と征台費によ

る陸海軍費の追加支出、秩椋処理費の臨時支出、殖産興業政策のための府県

費、勧業費の増大などにより、決算額は見込額を2，000万余円上回った。結局、

同期の収支は882万余円の赤字となった(前掲第 1-2表参照〉。

こうした経済の混乱と財政危機に直面して、大隈大蔵卿は8年 1月、「収入

支出ノ源流ヲ清マシ理財会計ノ根本ヲ立ツノレノ議」を呈した。「国家財政ノ要

ハ収入支出ノ二途ヲ穿撃疎通シ各ヲシテ其道ヲ得セシムルニ在リ」と書き出し

て、収入については直接税よりも国民が圧迫を感じない間接税を是とし、これ

による収入増加をすすめ、支出については、「虚費J=消費的経費を減じ「実

質J=生産的経費を重視することを説いた。そして関税自主権を回復し保護関

税政策の重要性を主張するが、この実現が困難な現状では次善の策として、①

輸入業者への高率の営業税賦課による輸出入の均衡、②国産品の優先使用、③

大蔵省による外国品使用制限措置の実施、④殖産興業の振興拡充のための内国

債発行、⑤官業の払下げ、海運業の振興助成、の 5策を提案している。これよ

り先、租税頭松方正義は「税法改正ノ議確定ニ付将来ノ目的ニ関スノレ意見書」

(7年 5月〉を大隈に建議し、地租負担の軽減と税制整理を進言している。こ

れらの意見が基になって、 8年 2月には雑税整理の具体案が公布された。その

内容は従来の雑種税1，553種を廃止、酒類税、醤油税など 9種を国税とし、新

たに専売特許税など13種の間接税を新設するというものであるo これによって

酒税収入を中心とする間接消費税収入が地租と並んで重要な地位を占めてき

第 3節 大久保政権下の殖産興業政策と西南戦役 49 

た。第 8期 (8年 1-6月〉の経常収入は半年の聞に前期 1年分の収入を上回

った。これは地税、家禄税で明治 7年分全額を徴収したのと、前年までの延納

税を収納する等、歳入の面でも中央集権化が進んだことを示している。

ところで 7年における財政経済の混乱は、政治面にも波及し、反政府運動と

くに農民一授、自由民権運動が激化し、政局は危機的様相を深めた。そのため

大久保は、 8年 1月から木戸、板垣、伊藤、井上を集めていわゆる大阪会談を

開いた。この会談を契機にして、将来三権分立をめざす合意のもとに機構改革

が行われ、大久保は再び政権の基礎を固めることになった。いまや政治的にも

その基盤を固めるに至った大久保政権は、中心課題としてきた殖産興業政策を

精力的に推進することになる。

これに対応して大限は、 8年 9月「天下ノ経済ヲ謀リ国家ノ会計ヲ立ツノレノ

議Jを提案した。これは 1月建議を補うもので、内容は運輸業の振興、金融部

門の整備、経費の節約、華士族の家I禄の処分の 4項目からなっている。殖産興

業の第 1の条件として運輸業の振興が必要であり、運輸の便を開く途は道路、

橋梁、海港堤防その他社会資本の充実に着手することである。金融部門の整備

は、幕藩体制の金融組織崩壊後の未組織状況と従来の政府の金融対策の不備に

よって生じた金融梗塞の打開措置で、あって、商法裁判所を設置して取引上の保

護を図ることが要点であった。経費の節約については、外国人雇傭、官費建

築、諸官庁用度、陸海軍士官卒並びに巡査の衣服帽履の国産化の 4点をあげ、

家職処分については、その支出が歳入の 3分の lに上るとして処分経費の削減

を指摘している。

この 9月建議は、大限が大久保と足並を揃えて殖産興業政策を推進するが、

同時に財政責任者として財政均衡と経済発展を両立させるという立場を表明し

たものである。さらに財政均衡、紙幣整理の観点を強調して、大限は翌10月

「国家ノ理財ノ根本ヲ確立スルノ議」を三条太政大臣に建議している。これは

官費節減と新建築の停止、銀行業の保護、地租軽減と新税の賦謀、条約の改

正、官庁用度の国産使用、税関の金貨収納における貿易銀との同一価格化、海
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外荷為替等の統一、国産品輸出受取金の外貨払への充用、不換紙幣の償却、準

備金の充実の10項目を緊急課題として取り上げた具体的政策である。

財政均衡を維持しつつ殖産興業政策を進めるためには、不生産的経費の削減

を行わざるを得ない。大蔵省は9年 2月各官庁に予算節約を通達したが、さら

に大隈大蔵卿は翌3月、廃藩後懸案となっていた秩椋制度全廃の提案「家旅賞

典椋処分ノ議」を太政官に提出した。政府はこれによって、歳出の40%にも達

し国庫最大の負担で、あった従来の椋制を廃し、家総額の多寡に従い金繰公債を

発行して、これを受職者に交付することとした。しかし、多額の金旅公債が一

時に発行されれば、公債市価が暴落するのは目に見えている。その対策として

考えられたのが、「国立銀行条例」の改正 (9年 8月公布〉である。改正要旨

は、同公債を資本金として国立銀行を設立させると共に、従来の銀行券の正貨

免換制を改め政府紙幣をもって免換準備金とし、紙幣発行限度を拡張するとい

うものである。これにより公債を資本に代え銀行を設立させるとともに、金禄

公債の市価維持と金融の疎通を目的としていた。 9年 8月の条例改正以後、国

立銀行の設立要件が緩和されたため、銀行設立は活発化することになる。

この時期の財政は、もう 1つの難聞を抱え込んだ。 10年 1月に大久保の発議

により行われた地租率引下げである。豊作による米価下落で、農民、地主は高

米価を基準とする地価算定に反対し、士族階級もまた秩椋処分による生活水準

の低下で政府に対する不満を高めて、各地で農民一撲や反乱が起こった。この

事態に直面して大久保は、地租と地方税の引下げにより農民の不満解消を図ら

ざるを得なかった。地租率引下げの詳述は次章にゆずるが、これにより政府歳

入は1，500万円の減収となった。大久保はさきの各省庁予算節約通達に対し、

殖産興業費の特別扱いを要請してまで政策を推進しようと勢い込んでいたが、

歳入滅によって殖産興業は停滞せざるを得なかった。しかし地租軽減の政治的

効果は10年 2月に勃発した西南戦争の時に現れた。農民は、地租軽減によって

土族階級の反乱に加担しなかったからである。
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2 殖産興業政策の展開

前述のように大久保政権は殖産興業を重点政策としていたから、歳出規模総

額が 7年をピークにして 8-9年にかけて縮小したにもかかわらず、この時期

の殖産興業関係の支出は、以前の時期に比べると大幅に増加した。殖産興業政

策費(経費のうち工部省・内務省・開拓使、臨時費のうち官営事業費、開拓事

業費、貸付金を合計したもの〉の推計によれば、明治 1-6年間の支出額合計

2，686万円余に対して、 7-9年の 3年間の支出合計は3，553万円余に達する。

また明治前期(1-18年〉における同経費の推移を見てもこの 3年間の支出が

同期間のピークとなっている。

この時期に大久保、大隈の主導で行われた主な殖産興業事業を整理すると、

次の事項があげられよう。第 1は、紡績、製糸業の近代化を図るため先進国の

技術を導入して模範工場を設立した。富岡製糸工場、鹿児島・堺・東京滝野川

の各紡績工場のほかに各地に洋式模範工場を設立し、これを財政的助成により

支援した。これにより紡績所は14ケ所、 3万 2千錘の設備に達した。その他の

工業で深川セメント工場、白煉瓦製造所、釜石製錬所、大阪造兵廠鋳物場、赤

羽工作分局、品川硝子製造所など官営工場を設けている。農業部門では、三田

育種場、上野勧農寮試験場をはじめ農学校、種畜場、各種試験所が設立され、

技術開発、品種改良が行われた。一般にこの時期の殖産興業は、模範工場や農

場の経営にとどまらず、それを民間に広めて民業の育成に力を入れた点に特色

がある。

第 2は海運業に対する保護助成である。運輸部門では明治 2年以来、鉄道の

開設が主な事業であったが、この時期には海運業助成策が強力に進められた。

7年 2月の佐賀の乱、征台事件に際して、政府は兵員・軍需品の輸送を三菱商

会に託したことを契機に、事件後、海運民営と政府補助の方針を決めた。政府

は三菱商会に対し、事件のために購入した外国汽船13隻の無償下付、日本国郵

便蒸気船会社の解散後、その所有船18隻の下付、上海一横浜間の航路開設に対
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する補助金交付など積極的な海運保護政策を行っている。この結果、日本の海

運業はアメリカ、イギリスの汽船会社との競争に打ち勝ち、沿岸航路、上海航

路を確保した。三菱に対するこのような保護育成は、国産品利用の増大、国際

収支の均衡による正貨流出の阻止、そして軍需輸送の確保を狙ったもので、あっ

た。

第 3には直輸出の貿易会社設立の構想があげられる。この構想は外商の中間

搾取を排除して直輸出により輸出増進を図る政策であったが、大久保在世中に

は実現しなかった。しかし、この計画は直輸出会社を民間で設立する機運を促

進した。

第 4には民間産業の振興である。鉱山経営の一部民営化をはじめ、 博覧会、

共進会の開催を奨励して民業の振興を強調し、財政面で、も貸出金や民業への支

出を増やしている。

このほかに明治以前にはほとんど放置されていた北海道の開拓のために、明

治 2年、開拓使が設置され、 5年から10年計画で開拓・殖産が開始されてい

た。この開拓計画はこの時期の主要事業 となり、開拓使経費も明治 6年までの

255万円に対し 7-9年には691万円と大幅に増加している。

3 西商戦役の財政始末

大久保政権は成立直後から政情不安に悩まされた。廃藩置県とこれに次ぐ急

激な改革が士族、 農民、旧富商の生活に大きな打撃を与え、政府に対する彼等

の不満が各地で反政府運動となって現れたからである。とくに士族層の不満は

征韓論と結びついて、 7年の佐賀の乱に始まり、 9年には萩の乱、神風速の

乱、秋月の乱と相次ぐ士族叛乱を誘発した。土族層の不満が高まる中で起こっ

た最大の叛乱が、 10年 2月に始まった西南戦役で、ある。これより先、 6年10月

西郷が征韓論をめぐる政争に敗れて鹿児島に帰省した後、鹿児島県は中央の改

革を受け入れることなく中央政府と対立していたが、 10年 1月、熊本県下で騒

乱が起こり、ついで 2月には鹿児島で、私学校の壮士たちが西郷を擁して挙兵

し、熊本域を包囲

した。政府は直ち

に征討軍をさしむ

け、戦乱は九州中

南部にわたって展

開、同年 9月の鎮

定に至るまで半年

余の間続いた。以

後旧士族の組織的

な騒乱はみられな

第 3節 大久保政権下の殖産興業政策と西南戦役 53 

官軍の死守した熊本城

くなったが、政府の戦費支出は4，157万円にも及んだ。これは当時の年間予算

に近い金額であり、この戦役の財政的負担は極めて大きかった。

政府は10年 2月現地から鎮定費の申請を受けて、 20万円を非常予備金から支

出したが、戦乱が拡大するにつれて、大蔵省の予備金あるいは一時流用の借入

金で、賄った。しかし、このような手段ではとうてい費用を賄いきれないことが

明らかになった。戦闘がほとんど九州全域に及び、陸軍の常備軍を総動員して

も間に合わず、後備兵を徴集しさらに募兵して屯田兵、巡査を編成して従軍さ

せるに至ったからである。戦費調達は政府にとって深刻な問題になった。

政府は 3月、急、拠華族中心の国立銀行設立を出願させ、同銀行からの借入で

戦費を賄うことにして、その設立を急ぎ、開業の翌 5月22日に1，500万円の借

入契約を締結した。大阪の西郷従道中将に提出された陸軍会計監督田中光顕の

報告によれば、 6月-9月までの4ヶ月間に1，245万円の資金準備が必要だと

されている。それは月当り 250万円の 4ヶ月分と臨時出費400万円との計1400万

円から、大阪出納局預け金中の155万円を差しヲ1"、たものであった。このよう

に高額となった原因は、戦線の延長による兵員の増募、兵器弾薬の補給と確

保、戦費拡大によって大きくなった運輸費用の増大などがあげられる。

この1，245万円の要請は西郷中将から大隈大蔵卿に上申された。そのなかで
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予備金支弁については、携帯不便な銀銅貨や信用の落ちている国立銀行紙幣を

避け、政府紙幣によることが要請されていた。第五国立銀行が反乱軍に襲撃さ

れ、その銀行紙幣が氾濫して著しく信用が落ちていたからであった。しかし大

蔵省の手許資金は主に第十五国立銀行からの借入金1，500万円であったから、

1，250万円の支給も困難であると回答したが、結局、 6月15日には第十五国立

銀行紙幣による支払いを条件として予備金支給を認めた。陸軍では大阪で三井

銀行を介して銀行紙幣を政府紙幣に替えることで当面の用を弁じたが、戦地の

銀行紙幣に打歩を生じていることを理由に、陸軍側は再々政府紙幣による支給

を求めた。大蔵省から松方大蔵大輔が大阪に出向いて協議し、 7月初めに月別

資金の 4割以内を銀行紙幣とすることを取り決めた。

この征討費の処理については、戦闘の終わった10年10月、第76号公達により

10年 2月19日の出征の発令から10月中の諸軍凱旋までの戦費関連経費を征討費

とし、一般の経費と区分して別途会計として整理することとした。なお、 10月

以降の支出で、新募兵員・巡査の解散・帰郷までの費用及び将校以下の臨時賞

賜などは征討費に編入された。次いで11月22日、太政官に征討費整理事務局の

設置を決定し、 12月に開局、 12月12日「賊徒征討費整理規程」を制定し、この

規定によって征討費の決算が編成されることになった。

ところで征討費は、戦乱の拡大につれ請求あるごとに、逐次大蔵省から準備

金及び一時移用の借入金をもって概算払いを行い、その金額は一時4，632万円

余円に達した。しかし払い出した金額を当時全額費消したので、はなかった。 10

月、第76号公達で征討費の費途の区分が画定されると、さきに交付した概算払

金中には通常経費支弁に属するもの、不用物品で売却すべきもの、また征討費

中に返戻すべきものが多額にのぼり、実際の征討費はおよそ4，200万円と予定

された。そこで政府は、さきに契約した第十五国立銀行からの借入金1，500万

円に加え、政府紙幣2，700万円の発行をもって征討費の財源に充てることを決

定し、 10年12月27日第87号布告で政府紙幣2，700万円の発行を公示、翌日年 1

月から発行を開始した。
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第1-3表西南戦役征討費(別途会計)決算 征討費の支出を閉鎖したのは11

支出 金額

戦闘費 35，296 

徴募費 1，446 

警備費 1，678 

駐輩費 256 

派遣費 103 

，因巳4、 員...... 268 

賑 他 1，524 

罪犯処分費 181 

雑 件 815 

合計 41，568 

〈単位:千円〉 年10月8日であり、決算を結了し

収入

借入金

紙幣発行高

堺県上納金

合計

金額

15，000 

27，000 

10 

42，010 

て決算報告を太政官に提出したの

は12年12月25日である。征討費の

決算を表示すれば第 1-3表のと

おりである。収入合計は4，201万

円で、 1万円は堺県の請により岡

県経費から上納されたもの、支出

計4，156万余円との差額44万余円

は、政府紙幣の額内ヘ償還され

た。支出のうち最大の戦闘費は戦

闘に関する一切の費用で支出の85

%を占め、徴募費は後備兵・壮兵

出典: i九州地方賊徒征討費決算報告J(大 ・巡査・屯田兵の徴兵費、警備費

蔵省編『明治財政史』第3巻〉 は熊本・鹿児島・四国地方など各

地の警備に当った経費、駐笠費は2月から 7月までの天皇の京都行幸の宮内省

経費、派遣費は陸海軍以外の官庁からの戦地等への派遣費用、思賞は出征文武

官の賞勲恩賜等、賑他は戦地の擢災住民の撫他賑給経費、罪犯処分費は国事犯

の罪因処分経費である。また、経費を費途別に見ると、俸給202万円・ 5%、

傭給821万円・ 20%、旅費638万円・ 15%、根食費268万円・ 6%、被服陣具費

329万円・ 8%、軍器費455万円・ 11%、運送費772万円・ 19%、経営費109万円

・3%、雑給110万円・ 3%が主なものであり、人件費と運送費が多いこと、

とくに傭役の人夫の給与が20%を占めていることは注目される。また、軍器費

中には砲銃・弾薬のほか、軍器の製造設備・倉庫等で当時費消したものでな

く、他日のために設備したものも含まれているという。このように西南戦役の

戦費は武器弾薬に対する支出が中心ではなく、人畜力の動員の費用が中心にな

っていることが特徴である。
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このような戦費の内訳から、戦役の経済的影響について考えると、戦費が軍

需による国内産業(とくに軍需産業〉助長に直接結びつくことは少なしまた

直ちに物価一般に影響して急上昇を招くことにもなっていない。しかし、戦役

関係者の所得となって分配され、それが長期にわたって購買力となり、あるい

は産業資金となって現れる可能性を残した。 11年度の財政にはインフレ的要因

は少なく、むしろ紙幣公債の償却の計画が進められた。にもかかわらず、 14年

にかけて物価の上昇を続けた一因には、上述のような戦費の性格があったと考

えることができょう。
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第 4節西南戦役後のインフレーションと
財政金融政策

西南戦役は財政金融の観点からすれば、これまでの財政および貨幣、金融の

秩序確立への努力を大きく覆すほどの重い負担を残した。しかし政治的には征

韓論以降各地の反政府運動、農民一捺など政情不安に悩まされてきた大久保政

権は、西南戦役の勝利によって政治的安定を確保し、念願の内政に力を注ぎう

るチャ γスを得たわけで、ある。戦役によるイ γフレ現象は表面的な好況をもた

らし、当面、経済を急速に破綻させる兆候は見えない。そこで政府は一方では

征討費のために増発した新紙幣2，700万円の回収消却計画を公示しつつも、積

極的な殖産興業の推進を財政金融政策の中心に据えたのである。

1 西南戦役直後の殖産興業政策

明治11年3月6日、大久保は「一般殖産及華士族授産ノ議」を三条太政大臣

に提案した。これは第 1に華士族を対象とする授産、第 2に特定華士族授産、

第3に一般殖産のための公共投資で構成される。その内容は地方官によって土

地開発を行い、そこに華士族を移住、就農させる、華士族に官有荒蕪地を貸与

し農業経営に従事させる、内務省に資本金350万円を準備し、地方物産の保護

改良、運輸の整備、殖産資金の給費に充てるという構想、で、あった。しかし当時

の財政事情として、このような殖産興業の経費を経常費で賄うことはできず、

その財源は公債によらざるを得なかった。そこで大久保、岩倉は内国債を募集

し産業育成のために社会資本整備を主張した。大隈大蔵卿はこれを受けて、

「内国債募集ノ議」を上申した。積極的な殖産興業政策の具体化が始まったの

である。

周年5月1日「起業公債証書条例」が発布された。起業公債の発行高は1，250

万円、発行価格100円につき80円、年利 6%、元金は2年据置、 3年目より23

ヶ年間にわたり抽選償還、取扱銀行は第一国立銀行・三井銀行とし、実収額は
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1，000万円である。政府は常用部とは別に「起業基金部」を設けて収支を経理し

た。起業公債による事業計画は鉄道建設、東北・北海道地方の鉱山・林野・農

業の開発、加工産業助成のための工場建設及び士族授産の 4点にあった。資金

配分計画は、内務省に420万円(野蒜築港、新潟築港、宮城一山形・岩手一秋

田・清水越各新道開盤、那須原水路開盤、加治木塩田、勧業貸付金〉、工部省

に420万円(京都一大津問、米原一敦賀間各鉄道建設、東京一高崎間鉄道線路

測量、院内・阿仁鉱山開坑、油戸炭山興業〉、開拓使所管事業〈幌内・岩内炭

鉱開発〉に150万円の計990万円、起業公債発行費10万円を加えた1，000万円が

その使途に予定された。起業公債の公募はインフレによる好景気が始まり国立

銀行設立ブームの時期に当たり、予定募集額の 2倍以上の応募を見る盛況で、

順調に消化された。これまでの圏内債は交付国債が主で、制度改革に伴う財政

整理が目的で、あったのに対して、起業公債は最初の建設国債であり、始めて国

内市場で公募された公債という点でも注目される。

こうして大久保の積極的な殖産興業政策が展開されようとしていた矢先、大

久保暗殺事件が起こった。 11年 5月14日のことである。大久保亡き後、積極的

殖産興業政策はひとまず大限大蔵卿を中心とする大蔵省によって運営されるこ

とになる。しかしこの時期すでに紙幣価値の低下はようやく顕在化し、経済危

機を背景として自由民権運動が高まりを見せ始めた。さらに政府部内における

薩長勢力の相克のなかにあって、これまでの政府の既定路線をいかに円滑に遂

行するかが、大隈に課せられた課題となった。

2 紙幣インフレの昂進と大隈のインフレ対策

明治12年に入ると、顕在化したインフレの晶進はようやく各方面からの政府

批判を呼び起こしたーそこで大隈大蔵卿は同年6月27日、インフレ対策に関す

る建議「財政四件ヲ挙行センコトヲ請フノ議」を三条太政大臣に提出した。こ

の建議で取り上げられた 4件とは、① 「地租再査ノ事J(インフレによる農民

負担と米価低下を考慮して、地租改正における租額査定を部分的手直しに止め
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る案〉② 「儲蓄備荒ノ事J(地租の定額租税負担のもとで不時の凶作に備えて

官民折半の救済基金を蓄える、これにより農民に対して勤倹貯蓄を奨励する

案〉③ 「紙幣支消ノ額ヲ増シテ之ヲ裁断ニ付ス事J(紙幣消却年限を短縮する

案〉④ 「外国関係ノ用度ヲ節減スル事J(官庁関係の対外支払経費の節約〉で

あった。この建議の中心は、インフレ対策として従来の紙幣発行による財政金

融政策を転換する意図を示したことであろう。

これより前、 11年 6月に大蔵省は国債紙幣消却案として「国債償還法広告原

稿」を作成、この原案に基づいて大隈は、同年8月「公債及紙幣償還概算書J

を正院に提出していた。このなかで紙幣消却計画については、現在の政府紙幣

流通残高 1億2，105万余円と各種公債との合計3億7，517万余円を、毎年度の歳

入及び準備金により消却しようとするものであれかつ、消却期間は11年度か

ら38年度までの28年間にわたる長期計画で、しかも当面11年度~25年度聞は西

南戦費2，700万円分に当たる小額紙幣を補助鋳貨に交換するにとどめ、とくに

11年度以後15年度までは回収額を年50万円とする極めて生ぬるい計画であっ

た。ところが翌年 7月に至って、大限は「国債紙幣鈴還方法J(減債方案と呼

ばれる〉を作成し、さきの計画を短縮し消却を促進することを世上に公示し

た。それは西南戦役征討費関係の2，700万円を11年度から38年間で全額消却、

当面の回収額も11年度716万円、 12-13年度に200万円にするという改訂であ

る。「財政四件」の中の③「紙幣支消」の項は、大限が大久保政権下での積極

政策を修正して「減債方案」に至った彼の考え方を述べたものである白

もともと大隈はイ γフレの原因を不換紙幣の増発にあるとは考えず、経済危

機の根源は洋銀相場の騰貴にあるという見解に立っている。この洋銀騰貴の原

因は国際収支の不均衡からくる、つまり輸入超過による正貨の海外流出ー金銀

貨の欠乏一金銀貨の騰貴という関連で現状をとらえていた。したがって大隈の

インフレ対策は、 1つには洋銀供給を増加することであり、そのために洋銀取

引所設立 (12年 2月入国立銀行・三井銀行を通ずる銀貨300万円の売出し〈同

年 4月〉、横浜正金銀行の設立(13年 2月〉など一連の洋銀騰貴抑制措置をと
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った。もう 1つは国際収支不均衡の是正であり、この立場から外国商品の輸入

制限と殖産興業の推進および保護貿易が主張されるのである。

「滅債方案」の中で紙幣の消却年限短縮の提案をしてはいるが、この時期に

おける大隈のインフレに対する見解は以上のようなものであった。大隈がこの

時期に「減債方案」を提出したのは、 11年後半になると銀・紙の言語離が次第に

大きくなり、「遂ニ異口同音概シテ其原因ヲ紙幣ノ増発ニ帰シ其他ヲ顧ミノレニ

逗アラス」という状況であり、これを放置すれば政治的にも悪影響を及ぼしか

ねないことを考慮したからであるo 大隈は当面の措置として紙幣消却年限の短

縮を提案したものと思われる。

3 外債募集による通貨制度改革案

明治12年から13年にかけて、インフレの進行による経済状況の悪化は一層深

刻化し、大限の経済政策は国民の批判を受けるだけでなく、政府部内において

も大隈批判が強くなった。 13年 2月、参議と省卿の分離を実施した官制改革に

よって、大隈は内閣参議専任となり、大蔵卿には佐野常民が登用された。この

後財政経済政策については、伊藤博文、松方正義などの意見が政府部内で強ま

っていくが、こうしたなかで、大隈は13年 5月、 2つの建議を提出した。 1つ

は「経済政策ノ変更ニ就テ」であり、もう 1つは「通貨ノ制度ヲ改メン事ヲ請

フノ議」である。このうち後者は当時の政府部内で大きな議論を呼び起こし

た。

この建議の中心点は、 5，000万円の外債を募集して紙幣を消却し、正貨通用

の制度を樹立しようというもので、「正金通用方案」を次の項目に分けて説明

する。

(1) 明治13年 3月末の紙幣流通額は 1億1，265万円であるが、うち13年度中に

消却されるべき732万円を差し引くと、同年度末の流通額は1億0，533万円

である。これを以下の方法で正貨と交換する。

(2) この紙幣を 7分利付、売価95ポンド、償還期限25年のポンド外貨1，052

第 4節西南戦役後のインフレーションと財政金融政策 61 

万6，315ポンドを募集し、紙幣消却の原資として正貨5，000万円を得る。

(3) この5，000万円に政府が保有している1，750万円を合わせて正貨原資は

6，750万円、この正貨原資で紙幣7，800万円を消却し得る。〈交換比率正貨

1円=紙幣 1円15銭余〉

(4) 国立銀行紙幣の消却については、銀行条例を改正し、銀行券発券の抵当

を秩稔公債、金旅公債から金札引換公債に替える。これによって3，442万

円の紙幣を消却できる。

(5) この結果、通貨流通高は9，446万円となるが、この措置により民間貯蔵

の金銀貨が流通市場に出回れば2億0，875万円となり、安定した通貨量を

確保し得る。

(6) 事後の財政措置として、外貨及び金札引換公債の利子支払については、

年々の利子支出は532万円の増加を見る。この財源は酒・煙草など者修品

への課税・増税で確保する。

この大限の建議は閣議に付議され、外債の賛否をめぐり議論は紛糾した。薩

派の参議が賛成したのに対し、伊藤、井上、山県の長州藩出身参議は、「巨額

の外債を募るのは、将来における国家の基礎を危うくするの虞れありて民心を

安定する所以にあらず」として絶対反対の立場をとった。また公卿の三条、有

栖川、岩倉の三大臣も外債募集には反対した。さらにこの建議は佐野大蔵卿、

松方内務卿に諮問されたが、両者とも結論的には大隈案に反対の意見を表明し

た。こうして最終的には詔勅をもって大限建議は廃案となった。

4 財政緊縮と行財政整理

大隈建議が廃案になるとともに、政府は進行しつつあるインフレ危機に対し

て何らかの対策を早急に立てねばならなかった。経済危機に対する、自由民権

論者の政府批判が高まりつつあったからである。外債募集の是非をめぐって、

大隈と伊藤の関係は政治的対立にも発展したが、こうした社会状況を背景に、

政府部内では両者の妥協工作が行われ、新たな対策を模索することになるo 外
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債募集不可となれば、通貨混乱を収拾する対策は財政緊縮による紙幣消却に向

かわざるを得ない。大隈は明治13年 9月、「財政更革ノ儀」提示し、それによ

る紙幣消却の道を選択した。

「財政更草ノ儀Jは、およそ1，000万円の財政余剰金を捻出することを目標に

おき、次の 4つの具体策を提案している。第 1に「酒類税則」及び「煙草税

則Jの改正によって400万円の増収を計ること、第 2に地方への国庫補助支出

〈府県土木費、庁舎営繕費、監獄営繕費、地史編輯費など 9項目を削減し、こ

れを補充するため営業税、雑種税、特別地方税の増徴及び地方債によって地方

収入の増収を図る。第 3に政府の正貨収支の均衡を図るため、約163万円に対

外支出を制限する。第 4には官営工場の払下げを含む各省庁経費約150万円余

を節減する経費縮減計画である。

この大隈提案をもとに、 13年 9月伊藤・大隈共同で緊縮財政の基本方針が立

案され、早速実行に移された。まず9月27日には「酒類税則」が廃止され「酒

造税則J(太政官布告第40号〉が公布され、造石税の税率が 2倍に引上げられ

た。ついで11月5日には関連する布告、令達が相次いで発せられた。第 1にい

わゆる r48号布告」により、地方税率の引上(地租5分の l以内から 3分の 1

以内へ〉を見返りとして国庫支弁費用を地方負担へ転化し、国費軽減分は紙幣

消却原資へ繰り入れる。第 2は「工場払下概則」を同日付で公布、直ちに関係

6省へ令達された。同時に経費定額の節約についても 6省〈内務、大蔵、陸

軍、海軍、文部、工部〉合わせて104万円のマイナスシーリングを指示してい

る。第 3に各省庁に対して一般予算とは別に正貨予算を調製すべきことを令達

した。これらの措置を実行する最初の歳計として、世人は明治14年度予算(14

年 7月-15年 6月〉を「舌リ目」して待ったとし、ぅ。

次に措置の 1つである官営工場払下げについてふれておこう。大隈はすでに

「正貨通用案」と前後して「三議一件」とよばれる建議を提出していたが、こ

の建議の 1つが工場払下案で、あるo 彼は官営工場の種類を 3つに分ける。①

「国家統治上必要ノ機具」を創るもので、陸海軍工廠あるいは造船工場、造幣
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局。②「起輿ノタメ多分ノ資

財ト高尚ノ学識トヲ要スル」

か「事ノ秘密ヲ要スノレニヨ

リ」民間に任せられないも

の、製錬熔解部門あるいは電

信電話部門。③ 本来民聞に

任せられでもよいが、工場勧

奨のための模範工場として作

られたもの、紡績、生糸、製 官営深川セ メン ト工場
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減、機械製作所等である。このうち第 3の部門に属する内務・工部所属の14工

場が払下げの対象とされている。大隈がこの時点で工場払下げを提案したの

は、経営の悪化している工場を処分して財政支出を削減するためであったが、

同じ考えは松方内務卿の主張するところでもあった。

「財政更改ノ議」のなかでは各省庁経費の節減による行政機構の改革が提案さ

れている。この提案を具体化したのが農商務省の創設である。これは13年11

月、大限、伊藤両参議の建議によるものである。農商務省は内務省の勧農・山

林・駅逓・博物の各局、大蔵省商務局、および工部省工作局の勧工部門を吸収

した官庁で、あり、 14年 4月に開庁された。

ここで、明治 8-14年度の常用部の決算を掲げておく(第 1-4表〉。当期は

西南戦役征討費及び起業公債の収支が別途会計で経理されているので、常用部

には公債・借入金収入や紙幣発行収入はない。歳入の大宗である地税は、地租

と少額の地券証印税の合計である。また、 8年度から会計年度がその年 7月か

ら翌年 6月までとなり、同時に原則として当年度の地租を同一年度に徴収する

体制となった。 9年度の地租の減少は、改租事業が進むにつれ、税額が旧税を

上回ったため延納・未納があったのと、西南戦役の戦火で掠奪、災厄にあった

ためで、あり、 10年度の減少は、主として10年 1月に公布された減租 (税率を地

価の 3%から2.5%へ引下げ〉による。歳出をみると、 9年度まで歳出総額の
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第 1-4表明治 8-14年度歳入歳出決算(明治8年7月-15年6月)

(単位:千円〉

kq 明治 8 9 10 11 12 13 14 

明8.7 明9.7 明10.7 明11.7 明12.7 明13.7 明14.7 
-9.6 -10.6 -11. 6 -12.6 -13.6 -14.6 -15.6 

。 歳入

租税 59，194 51，731 47，923 51，486 55，580 55.262 61，676 

うち〉地税 50，345 43，023 39.451 40，455 42，113 42，346 43，274 

酒税 2，556 1.912 3，050 5，100 6，464 5，511 10，646 

官業官有財産収入 7，011 4，804 2，730 2，848 2，756 3，958 3，366 

減債繰入 一 6，351 1，662 2，402 1，714 

その他 3，278 2，947 1，685 1，759 2，154 1.745 4，734 

歳入合計 69，483 59，481 52，338 62，444 62，152 63.367 71，490 

。歳 出

皇室費 933 828 910 980 1，014 1，043 1，523 

秩禄関係費 25，407 17，630 一

賞典家禄社寺禄 17，780 17，630 一 一

秩禄奉還賜金 7，627 一 一

年金恩給費 一 162 615 584 512 466 

国債費 4，645 4，951 16.775 26，640 21，750 22，421 27，747 

うち〉紙幣消却 7，166 2，000 2，000 7，000 

軍事費 9，786 10，437 9，290 10，066 11，870 12，027 11，961 

その他行政費 28，432 25，464 21.291 22，639 25，100 27，139 29，762 

歳出合計 69，203 59，309 48.428 60.941 60，318 63，141 71，460 

注:地税は地租及び地券証印税の合計、国債費は国債元利〈外国債口銭諸費を含

む〉及び紙幣消却である。軍事費は陸海省経費のほか、軍需工廠興業費、近衛

兵等の満期賞典録、西南戦争従軍者一時賜金、兵営・砲台建設費等を算入。そ

の他行政費は上記支出を合計から差し引いたもの。

出典:各年度の『決算書jにより作成。
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3分の 1内外を占めていた秩稔関係費が公債に転化され、国債費が10年度以降

内国債利子の急増により増加した。国債費には11年度以降、内外債の元利払の

ほか紙幣消却費が加わった。減債方案による紙幣消却策の始まりであるo これ

に対応して、歳入に減債繰入〈準備金からの国債償還資金繰入〉が計上されて

いる。 11年度の635万余円の減債繰入は、準備金に繰り入れられた 9・10年度

の歳計剰余等が原資となっている。前述した13年の 9-11月に公布された歳入

剰余による紙幣消却計画が実現したのは14年度であり、造石税の引上げによる

酒税の増収、紙幣消却費の増加等が行われている。こうして、大限、佐野両大

蔵卿時代のイ γフレ対策の効果が表われるのは、十四年政変以後、松方大蔵卿

時代に入ってからのこととなる。


